
AGS Group令和８年度税制改正大綱の概要
本資料の内容は、令和８年度税制改正大綱（令和７年12月19日与党公表）に基づき、弊社内にて検討のうえ概要を

取りまとめたものです。今後公表される最終法案等にて本資料の内容から変更となる場合があることにご留意ください。

一言解説

適用時期 留意事項
通達改正日までに、同日の５年前から所有している土地に

新築（建築中）をした家屋については従来のとおり評価
令和９年１月１日以後に相続等による取得財産の評価から

貸付用不動産及び不動産小口化商品の評価方法の見直し（１/３）

１．概要

⑴ 現行制度では、被相続人等が取得又は新築をした不動産については、原則として、取得時期にかかわらず、課税時期において財産評価

基本通達に基づき評価を行います。

⑵ 本改正では、相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と通達評価額との乖離の利用によって相続税や贈与税の税額が大幅に

圧縮されている事例が把握されていることを踏まえ、納税者の予測可能性を確保し、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、貸

付用不動産の評価方法の見直しが行われます。

２．改正の内容

⑴ 被相続人等が課税時期前５年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価

額に相当する金額（※１）によって評価します。

（※１）課税時期における通常の取引価額に相当する金額は、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に

地価の変動等を考慮して計算した価額の100 分の80 に相当する金額によって評価することができます。

⑵ 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産（不

動産小口化商品）は、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額（※２）によって評価します。

（※２）課税時期における通常の取引価額に相当する金額は、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・

買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額により評価する

ことができます。なお、これらに該当するものがないと認められる場合は、上記⑴に準じて評価（取得時期や評価の安全性を考慮）します。

貸付用不動産（課税時期前５年以内の取得等に限ります。）及び不動産小口化商品（取得時期を問いません。）につい

て、通常の取引価額により評価されることになります。
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取得等 課税時期
××

取得
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通常の取引価額にて評価⑴貸付用不動産 ⑵不動産小口化商品

取得時期にかかわらず、
通常の取引価額にて評価

×
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×
令和９年１月１日
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貸付用不動産及び不動産小口化商品の評価方法の見直し（２/３）

３．利用区分に応じた評価方法（№４~８は課税時期前５年以内に対価を伴う取引により取得等をした不動産等）

（※１）改正案にある一定の貸付用不動産の定義によっては、使用貸借されている不動産の評価も見直しをされる可能性があります

（※２）通常の取引価額の具体的な計算方法（取得価額を基に地価変動を考慮等）は、本改正案に言及がありませんでした

（※３）小規模宅地等の特例を適用するには、特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等の各要件を満たす必要があります。

№ 種類 使途（利用区分） 従来の通達による評価方法 タワマン補正 今回の改正案 小規模宅地等の特例（※３）

１

戸建て住宅

被相続人の自宅

（自用地/自用家屋）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
330㎡まで80％減額

２
相続人（子や孫）の自宅

（使用貸借/自用評価）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

土地：路線価評価（※1）

建物：固定資産税評価額
ー

３

区分所有

マンション

被相続人の自宅

（自用地/自用家屋）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
補正あり

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
330㎡まで80％減額

4
賃貸居住用マンション

（貸家建付地/貸家）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
補正あり

土地：通常の取引価額（※2）

建物：通常の取引価額

（共に取得価額×80％）

200㎡まで50％減額

5
賃貸事業用マンション

（貸家建付地/貸家）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

土地：通常の取引価額（※2）

建物：通常の取引価額

（共に取得価額×80％）

200㎡まで50％減額

6

一棟

マンション

賃貸居住用マンション

（貸家建付地/貸家）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

土地：通常の取引価額（※2）

建物：通常の取引価額

（共に取得価額×80％）

200㎡まで50％減額

7
賃貸事業用マンション

（貸家建付地/貸家）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

土地：通常の取引価額（※2）

建物：通常の取引価額

（共に取得価額×80％）

200㎡まで50％減額

8
不動産

小口化商品

投資運用商品

（利用区分に応じた評価）

土地：路線価評価

建物：固定資産税評価額
ー

（取得時期にかかわらず）

土地：通常の取引価額（※2）

建物：通常の取引価額

200㎡まで50％減額
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４．利用区分に応じた評価額イメージ（前頁の№１、６、８）

１億円

４億円

２億円

6,000万円

取得価額

従来の通達による評価方法

（路線価/固定資産税評価額） 小規模宅地等の特例

10億円

40億円

12億円 ６億円

4,000万円

今回の改正案

（通常の取引価額） 小規模宅地等の特例

２億円
4,000万円

32億円
16億円

№１ 被相続人自宅
（戸建て）

№６ 居住用賃貸
一棟マンション

2,000万円

8,000万円

2,000万円
1,000万円

4,000万円

№８ 不動産小口化商品
2,000万円

8,000万円

【前提条件】

取得価額：５億円（配分は右記）

固定資産税評価額：6,000万円

路線価評価額；２億円

小規模宅地等の特例：80％減額（※１）

【前提条件】

取得価額：５0億円（配分は右記）

固定資産税評価額：３億円

路線価評価額；12億円

通常の取引価額：取得価額×80％

小規模宅地等の特例：50％減額（※１）

【前提条件】

取得価額：１億円（配分は右記）

固定資産税評価額：500万円

路線価評価額；2,000万円

通常の取引価額：取得価額（※２）

小規模宅地等の特例：50％減額（※１）

▲2.4億円
▲４億円

▲2.4億円
▲４億円

▲35億円 ▲41億円

▲7,500万円
▲8,500万円

▲16億円

▲4,000万円

▲10億円

6,000万円 6,000万円

6,000万円

３億円
３億円

８億円

500万円

500万円

2,000万円

８億円

（※１）小規模宅地等の特例を適用するには、各要件を満たす必要があります。

（※２）取得価額は、適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額

であると仮定しています。
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